
330.　8.　1
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
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【
募
集
の
種
類・対
象
】
①
家
族

向
け
（
ポ
イ
ン
ト
方
式
）
②
単
身

者
向
け
（
抽
選
方
式
）
③
シ
ル
バ

ー
ピ
ア
（
抽
選
方
式
）
④
病
死
の

発
見
が
遅
れ
た
住
宅
な
ど
（
抽
選

方
式
）

　
※
①
～
④
そ
れ
ぞ
れ
に
申
し
込

み
資
格
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細

は
募
集
案
内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
【
募
集
案
内
配
布
期
間
・
場
所
】

土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
８
月
１
日

（
水
）
～
９
日
（
木
）
に
都
市
計

画
課
（
市
役
所
５
階
）、
上
の
原
・

ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所
、

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
、
都
庁
、
都

内
各
市
区
役
所
・
町
村
役
場
、
東

京
都
住
宅
供
給
公
社
都
営
住
宅
募

集
セ
ン
タ
ー
、
同
公
社
各
窓
口
セ

ン
タ
ー
で
。

　
※
配
布
期
間
中
は
同
公
社
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://www.to-kou

sya.or.jp/
）
か
ら
も
取
得
で
き
ま

す
。
　
な
お
、
８
月
４
日
（
土
）・５
日

（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時
半

～
午
後
５
時
は
、
都
庁
第
一
本
庁

舎
１
階
東
京
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー

で
も
配
布
し
ま
す
。

　
申
し
込
み
は
８
月　
日
（
月
）

１３

（
①
は
同
募
集
セ
ン
タ
ー
に
同
日

午
後
６
時
）
ま
で
に
（
必
着
）、
募

集
案
内
に
同
封
の
申
込
用
紙
・
封

筒
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
郵

送
を
。

　
詳
し
く
は
同
公
社
募
集
セ
ン
タ

ー
☎
０
３
・
３
４
９
８
・
８
８
９

４
、
８
月
１
日
（
水
）
～　

日
１３

（
月
）
は
☎
０
５
７
０・０
１
０・

８
１
０
（
い
ず
れ
も
土
曜
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
）
へ
。

　
公
共
下
水
道
の
整
備
は
平
成　
１５

年
度
末
に
完
了
し
て
い
ま
す
が
、

い
ま
だ
公
共
下
水
道
へ
の
未
接
続

が
見
ら
れ
ま
す
。
未
接
続
の
場
合
、

浄
化
槽
を
利
用
し
て
い
て
も
、
洗

濯
や
台
所
な
ど
の
排
水
・
汚
水
は

直
接
河
川
に
流
れ
込
み
、
汚
濁
の

原
因
に
な
り
ま
す
。
浄
化
槽
を
利

用
し
て
い
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く

公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
こ
と
が

法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
く
み
取
り
便
所
は
、
水
洗

ト
イ
レ
に
改
造
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
市
で
は
、「供
自
然
つ
な
が
り
活

力
あ
る
ま
ち
僑
東
久
留
米
」
を
市

政
の
基
本
構
想
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
都
内
で
唯
一
「
平
成
の
名

水
百
選
」
に
選
ば
れ
た
落
合
川
が

流
れ
る
「
湧
水
・
清
流
保
全
宣
言

都
市
」
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
、

き
れ
い
な
川
で
安
心
し
て
遊
べ
る

環
境
を
整
え
る
た
め
に
も
、
市
民

の
責
務
と
し
て
、
早
急
に
公
共
下

水
道
へ
の
切
り
替
え
、
未
接
続
の

解
消
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
※
公
共
下
水
道
へ
の
切
り
替
え

工
事
は
「
東
久
留
米
市
指
定
下
水

道
工
事
店
」
で
な
け
れ
ば
行
え
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
施
設
建
設
課
☎
４
７

０
・
７
７
５
９
へ
。

市
立
小
・
中
学
校 

特
別
支
援
学
級
な
ど
で

の
介
助
員（
臨
時
職
員
）

希
望
者
の
登
録

　
市
立
小
・
中
学
校
に
設
置
し
て

い
る
特
別
支
援
学
級
な
ど
で
介
助

員
を
希
望
す
る
方
を
登
録
し
ま
す
。

　
【
任
用
期
間
】６
カ
月
以
内（
更

新
の
場
合
あ
り
）。
た
だ
し
、学
校

の
長
期
休
業
中
は
任
用
し
ま
せ
ん

　
【
勤
務
時
間
】１
日
６
時
間
半
以

内
で
週
５
日
以
内
。
た
だ
し
、
学

校
に
よ
っ
て
勤
務
日
数
・
勤
務
時

間
が
異
な
り
ま
す

　
【
内
容
】
市
立
小・中
学
校
に
設

置
し
て
い
る
特
別
支
援
学
級
な
ど

で
の
児
童
・
生
徒
の
安
全
確
保

　
【
資
格
】次
の
①
～
③
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
。
①
教
員
免
許

を
持
つ
方
ま
た
は
取
得
見
込
み
の

方（
免
許
の
種
類
は
問
い
ま
せ
ん
）

②
特
別
支
援
学
校
、
特
別
支
援
学

級
で
介
助
員
の
経
験
が
あ
る
方
③

体
力
に
自
信
が
あ
り
、
学
校
教
育

に
理
解
が
あ
る
方

　
【
賃
金
】時
給
１
２
２
０
円（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
は
履
歴
書
（
写
真
貼

付
）
と
教
員
免
許
を
持
つ
方
は
免

許
の
写
し
を
〒
２
０
３
儿
８
５
５

５
、
市
役
所
指
導
室
宛
て
郵
送
ま

た
は
同
室
（
市
役
所
６
階
）
へ
直

接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
室
特
別
支
援
教
育

係
☎
４
７
０
・
８
０
３
２
へ
。

市
立
は
く
さ
ん
保
育
園

の
臨
時
看
護
師
の
募
集

　
市
立
は
く
さ
ん
保
育
園
で
は
、

臨
時
看
護
師
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
【
任
用
期
間
】　
月
１
日
～　
年

１０

３１

３
月　
日
（
更
新
の
場
合
あ
り
）

３１

　
【
勤
務
時
間
な
ど
】午
前
８
時
半

～
午
後
５
時
。
勤
務
日
数
は
週
３

日
～
５
日
（
要
相
談
）

　
【
資
格
】看
護
師
の
資
格
を
有
す

る
方
（
正
・
准
い
ず
れ
も
可
）

　
【
賃
金
】時
給
１
６
４
０
円（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
は
履
歴
書
（
写
真
貼

付
）
と
看
護
師
資
格
証
の
写
し
を

〒
２
０
３
儿
８
５
５
５
、
市
役
所

子
育
て
支
援
課
保
育
・
幼
稚
園
係

宛
て
郵
送
ま
た
は
開
庁
日
の
午
前

８
時
半
～
午
後
５
時
に
同
係
（
市

役
所
２
階
）
へ
直
接
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返

却
し
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

７
４
５
へ
。

学
童
保
育
所
の
職
員
募
集

説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　
学
童
保
育
所
に
勤
務
す
る
職
員

（
児
童
厚
生
員
）
を
募
集
し
ま
す
。

次
の
通
り
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
【
日
時
】
９
月
４
日
（
火
）
午
前

　
時
～　
時

１０

１１

　
【
会
場
】市
役
所
５
階
５
０
１
会

議
室
　
【
内
容
】学
童
保
育
所
に
つ
い
て
、

児
童
厚
生
員
（
嘱
託
員
・
臨
時
職

員
）
の
仕
事
の
内
容
、
応
募
資
格

な
ど
　
当
日
直
接
会
場
へ
。

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
児
童

青
少
年
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
５

へ
。

　
募
集
職
種
な
ど
は
、
左
表
の
通

り
で
す
。

　
【
募
集
要
項
の
配
布
】
土
曜・日

曜
日
を
除
く
８
月
１
日
（
水
）
～

　
日
（
木
）
の
午
前
８
時
半
～
午

１６後
５
時
お
よ
び
申
込
受
付
期
間
に
、

職
員
課
（
市
役
所
４
階
）
で
配
布

し
ま
す
。

　
※
募
集
要
項
は
８
月
１
日（
水
）

以
降
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

取
得
で
き
ま
す
。

　
【
申
込
受
付
期
間
】
８
月　

日
１７

（
金
）
午
前
９
時
～
午
後
８
時
、

　
日
（
土
）
午
前
９
時
～
午
後
１

１８時
　
【
申
し
込
み
方
法
】市
所
定
の
受

験
票
と
履
歴
書
、
一
般
事
務
（
身

体
障
害
者
）
を
受
験
す
る
方
は
身

体
障
害
者
手
帳
の
写
し
、
土
木
技

術
・
建
築
技
術
を
受
験
す
る
方
は

成
績
証
明
書
、
保
健
師
を
受
験
す

る
方
は
資
格
証
明
書
の
原
本
と
写

し
（
資
格
取
得
見
込
証
明
の
方
は

原
本
の
み
）
を
本
人
が
同
課
へ
直

接
持
参
し
て
く
だ
さ
い

　
【
１
次
試
験
日
】９
月　
日（
日
）

１６

　
詳
し
く
は
職
員
課
☎
４
７
０
・

７
７
１
６
へ
。

市職員募集の職種・受検資格・募集人数など
募集人数受験資格など職種と試験区分採用時期

若干名昭和４８年４月２日以降に生まれ､保健師の
資格を有する方保健師３１年１月１日以降

に採用する職員

若干名

平成元年４月２日～９年４月１日に生まれ
た方

Ⅰ類
（大学卒程度）

一般事務

３１年４月１日以降
に採用する職員

平成３年４月２日～１１年４月１日に生まれ
た方

Ⅱ類
（短大卒程度）

平成５年４月２日～１３年４月１日に生まれ
た方

Ⅲ類
（高校卒程度）

身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害
者手帳の交付を受けている方で、平成元年
４月２日～９年４月１日に生まれた方

Ⅰ類
（大学卒程度）

一般事務
（身体障害者）

身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害
者手帳の交付を受けている方で、平成３年
４月２日～１１年４月１日に生まれた方

Ⅱ類
（短大卒程度）

身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害
者手帳の交付を受けている方で、平成５年
４月２日～１３年４月１日に生まれた方

Ⅲ類
（高校卒程度）

若干名

昭和４９年４月２日～平成９年４月１日に生
まれ､土木（関連）学科を履修した方Ⅰ類

（大学卒程度）

土木技術

昭和４９年４月２日～平成９年４月１日に生
まれ､建築（関連）学科を履修した方建築技術

若干名昭和４９年４月２日以降に生まれ､保健師の
資格を有する方保健師

※いずれの職種も卒業（資格取得）見込みの方を含みます。ただし、３１年１月１日以降に採用する職員は３１
年１月１日時点での資格の保有、３１年４月１日以降に採用する職員は３１年４月１日時点での資格の保有が
条件となります。

※保健師に関しては、採用時期（３１年１月１日以降または３１年４月１日以降）を選択してください。併せて
申し込むことはできません。

※１次試験では活字印刷による筆記試験、２次試験および３次試験は口述による試験を行います。配慮が必
要な方は、申し込み前にご相談ください。

※採用された場合、自力による通勤および介助者なしの職務遂行となります。また、勤務時間は原則として
週３８時間４５分（１日７時間４５分）です。

　
国
・
都
・
市
な
ど
の
行
政
機
関

や
Ｊ
Ｒ
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
な
ど
の
公
共
性

の
高
い
法
人
、
行
政
機
関
か
ら
委

任
さ
れ
補
助
金
を
受
け
て
い
る
法

人
な
ど
に
つ
い
て
、苦
情
や
意
見・

要
望
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
の
よ

う
な
と
き
は
、「
行
政
相
談
委
員
」

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
行
政
相
談

委
員
は
、
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ

れ
た
民
間
有
識
者
で
す
。
相
談
費

用
は
無
料
で
す
。
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
８
月　
日
（
水
）
午
後

２２

　
国
民
健
康
保
険
は
、
私
た
ち
の

健
康
と
生
命
を
守
る
大
切
な
制
度

で
す
。
国
民
健
康
保
険
の
健
全
な

運
営
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◎
一
般
被
保
険
者　

　
【
診
療
件
数
】２
万
３
６
２
６
件

　
【
診
療
費
】５
億
５
５
７
２
万
６

７
３
２
円
（
前
年
度
比　
・１
％
）

９７

▼
１
件
当
た
り
の
金
額
＝
２
万
３

５
２
２
円

◎
退
職
被
保
険
者

　
【
診
療
件
数
】
２
０
３
件

　
【
診
療
費
】４
４
５
万
５
７
１
０

円
（
前
年
度
比　
・
０
％
）
▼
１

４１

件
当
た
り
の
金
額
＝
２
万
１
９
４

９
円
　
※
出
典
は
国
民
健
康
保
険
毎
月

事
業
状
況
報
告
（
５
月
報
）。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
３
へ
。

１
時
半
～
４
時

　
【
場
所
】市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ

ば
　
【
そ
の
他
】車
で
の
来
場
は
ご
遠

慮
く
だ
さ
い

　
当
日
直
接
会
場
へ
。

　
詳
し
く
は
生
活
文
化
課
市
民
相

談
・
施
設
係
☎
４
７
０
・
７
７
３

８
へ
。

◀
半
円
の
切
り
欠
き
で
、
音
声
コ
ー
ド
が

　
あ
る
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す

視
覚
障
害
の
あ
る
年
金

受
給
者
の
方
へ
の
通
知

書
の
改
善
に
つ
い
て

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
視
覚

障
害
の
あ
る
方
へ
毎
年
６
月
に

発
送
す
る「
年
金
振
込
通
知
書
」

と
「
年
金
額
改
定
通
知
書
」
に

「
音
声
コ
ー
ド
」
を
印
刷
す
る

取
り
組
み
を
始
め
ま
し
た
。

　
【
対
象
者
】視
覚
障
害
を
事
由

と
し
て
障
害
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
（
他
の
年
金
を
選
択
し
、

障
害
年
金
を
支
給
停
止
し
て
い
る

方
を
含
む
）

　
※
通
知
書
は
年
金
種
別（
障
害・

老
齢
・
遺
族
年
金
な
ど
）
ご
と
に

作
成
し
て
い
ま
す
が
、
対
象
者
が

障
害
年
金
以
外
を
受
給
し
て
い
る

場
合
、
そ
れ
ら
の
通
知
書
に
も
音

声
コ
ー
ド
を
印
刷
し
、
半
円
の
切

り
欠
き
を
入
れ
て
お
知
ら
せ
し
て

い
ま
す
。

　

【
音
声
コ
ー
ド
の
読
み
取
り
】２

次
元
バ
ー
コ
ー
ド
「
音
声
コ
ー
ド

（
Ｕ
ｎ
ｉ
−
Ｖ
ｏ
ｉ
ｃ
ｅ
）」を
専

用
の
読
み
取
り
機
や
音
声
コ
ー
ド

対
応
の
携
帯
電
話
や
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
入
れ
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
で
読
み
取
る
と
、
音
声
コ
ー
ド

に
収
め
ら
れ
た
情
報
を
読
み
上
げ

る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
な
お
、

音
声
コ
ー
ド
の

使
用
方
法
に
つ

い
て
は
、
特
定

非
営
利
活
動
法

人
日
本
視
覚
障

が
い
情
報
普
及

支
援
協
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（htt

p:/www.javis.j
p/

）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
武

蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２

２
・
５
６
・
１

４
１
１
へ
。

公
共
下
水
道
へ
の
切
り
替
え
は
お
済
み
で
す
か

～
清
ら
か
な
川
を
残
し
た
い
、
い
つ
ま
で
も
～

特
設
行
政
相
談
所
を

　
　
　
　
　

開
設
し
ま
す

市
職
員
を
募
集
し
ま
す

都
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま

都
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
すす

　

年
２
月
分
の
診
療
費
を

３０
　
　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ
し
ま
す

国
民
健
康
保

国
民
健
康
保
険険


